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⑶ 当該契約は、翌年度以降における所要の予算の当

該金額について減額又は削除があった場合は、この

契約を変更又は解除することができるものとします。 

また、上記解除に伴い損失が生じた場合は、その

損失の補償を川崎市に対して請求することができる

ものとし、補償額は協議して定めるものとします。 

⑷ 関連情報を入手するための窓口 

３⑴に同じ 

11 Summary 

⑴ Nature and quantity of the products to be 

leased ： 

The contract for the lease and maintenance of 

personal computers and other necessary 

equipment for the Kawasaki City Office intra 

information system. 

⑵ Time-limit for tender ： 

2：00 P．M．June 25，2009 

⑶ Time-limit for tender by mail ： 

June 24，2009 

⑷ Contact point for the notice ： 

KAWASAKI CITY OFFICE 

System Management Section 

Information Management Department 

General Affairs Bureau 

5-4，Higashida-cho，Kawasaki-ku 

Kawasaki，Kanagawa 210-8577，Japan 

Tel：044-200-2055 

水 道 局 告 示 

川崎市水道局告示第16号 

川崎市水道局指定給水装置工事事業者の指

定について 

水道法（昭和32年法律第177号）第16条の２第１項の規

定に基づき、川崎市水道局指定給水装置工事事業者とし

て次の者を指定したので、同法第25条の３第２項の規定

により告示します。 

平成21年４月28日 

川崎市水道局長 粟 冠 和 美 

１ 指定番号 第1120号 

氏名又は名称 有限会社トライアス 

住    所 横浜市中区本牧町二丁目308番地 

ニックハイム本牧101号室 

代表者氏名 菊谷 力 

指定年月日 平成21年４月28日 

２ 指定番号 第1121号 

氏名又は名称 有限会社ユーテック 

住    所 神奈川県厚木市山際727番地３ 

代表者氏名 吉本 芳恵 

指定年月日 平成21年４月28日 

３ 指定番号 第1122号 

氏名又は名称 株式会社シンサナミ 

住    所 横浜市旭区鶴ヶ峰二丁目５番地 

代表者氏名 岩下 幸男 

指定年月日 平成21年４月28日 

４ 指定番号 第1123号 

氏名又は名称 株式会社ワークス 

住    所 横浜市港南区日野中央一丁目４番11

号 

代表者氏名 小幡 伸弘 

指定年月日 平成21年４月28日 
 

川崎市水道局告示第17号 

川崎市水道局指定給水装置工事事業者の指

定事項の変更について 

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の７の規定に基

づき、指定事項変更の届出がありましたので告示します。 

平成21年４月28日 

川崎市水道局長 粟 冠 和 美 

１ 指定番号 第166号 

氏名又は名称 青葉設備工業株式会社 

住    所 （新）川崎市多摩区菅二丁目２番８

号 

（旧）川崎市多摩区宿河原三丁目９

番２号 

代表者氏名 岡  洋祐 

変更年月日 平成21年３月24日 

２ 指定番号 第186号 

氏名又は名称 株式会社ヒラマ 

住    所 （新）横浜市保土ヶ谷区仏向町1059

番地102 

（旧）横浜市保土ヶ谷区桜ヶ丘一丁

目５番17号 

代表者氏名 平間 利夫 

変更年月日 平成21年１月１日 

３ 指定番号 第367号 

氏名又は名称 積和建設藤沢株式会社 

住    所 神奈川県藤沢市亀井野3092番地の１ 

代表者氏名 （新）上野 伸一 

（旧）伊丸 治春 

変更年月日 平成21年３月26日 

４ 指定番号 第525号 

氏名又は名称 あすか創建株式会社 

住    所 東京都品川区大崎四丁目１番２号 

代表者氏名 （新）佐藤 卓雄 
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（旧）岩﨑 紀夫 

変更年月日 平成21年４月１日 

５ 指定番号 第548号 

氏名又は名称 ユーゴー総合設備 

住    所 （新）神奈川県座間市栗原869－１ 

（旧）神奈川県大和市上草柳1004番

１号 

代表者氏名 藤澤 亮一 

変更年月日 平成21年４月１日 

６ 指定番号 第590号 

氏名又は名称 有限会社正一設備 

住    所 横浜市港北区篠原町1338番地の２ 

代表者氏名 （新）難波 正一 

（旧）難波 正義 

変更年月日 平成21年４月１日 

７ 指定番号 第828号 

氏名又は名称 株式会社サニックス 

住    所 （新）東京都世田谷区玉川台一丁目

４番１号 

（旧）横浜市保土ヶ谷区西久保町 

116番１号 

代表者氏名 宗政 伸一 

変更年月日 平成21年３月１日 

８ 指定番号 第880号 

氏名又は名称 株式会社クリエート・エフ 

住    所 横浜市戸塚区名瀬町1120番 

代表者氏名 （新）近藤 清 

（旧）飯山 哲朗 

変更年月日 平成21年１月１３日 

９ 指定番号 第977号 

氏名又は名称 株式会社北勇 

住    所 横浜市青葉区奈良三丁目21番地４ 

代表者氏名 （新）山﨑 清治 

（旧）山﨑 羑一 

変更年月日 平成21年２月20日 
 

川崎市水道局告示第18号 

川崎市水道局指定給水装置工事事業者の廃

止について 

水道法（昭和32年法律第177号）第25条の７の規定に基

づき、給水装置工事の事業の廃止の届出がありましたの

で告示します。 

平成21年４月28日 

川崎市水道局長 粟 冠 和 美 

１ 指定番号 第188号 

氏名又は名称 有限会社神田工業 

住    所 川崎市多摩区宿河原三丁目16番11号 

代表者氏名 神田 秀雄 

廃止年月日 平成21年３月25日 

２ 指定番号 第240号 

氏名又は名称 株式会社長谷川設備 

住    所 川崎市麻生区王禅寺東五丁目41番１

号 

代表者氏名 長谷川 康裕 

廃止年月日 平成19年３月31日 

３ 指定番号 第303号 

氏名又は名称 有限会社セクター 

住    所 川崎市多摩区宿河原七丁目15番16号 

代表者氏名 福田 陵司 

廃止年月日 平成20年１月31日 

水 道 局 公 告 

川崎市水道局公告第15号 

一般競争入札の中止について 

平成21年４月14日付け川崎市水道局公告第13号で公告

した次の工事に係る一般競争入札は中止します。 

平成21年４月20日 

川崎市水道局長 粟 冠 和 美 

１ 件 名 

施設改築等整備 上小田中２丁目150㎜－75㎜配水

管布設替工事 

２ 中止理由 

前記工事の公告工事内容の一部に見直しが生じたた

め、川崎市水道局契約規程第19条の規定により、入札

を中止します。 

交 通 局 告 示 

川崎市交通局告示第２号 

公金の収納業務等の委託について 

東急バス武蔵小杉案内所の公金の収納業務等を次の者

に委託することにしたので、地方公営企業法施行令（昭

和27年政令第403号）第26条の４第１項の規定に基づき告

示します。 

平成21年４月23日 

川崎市交通事業管理者 

交通局長 小 林   隆 

１ 託者の所在地及び名称 

所在地 東京都目黒区東山３丁目８番１号 

名 称 東急バス株式会社 

代表者 代表取締役社長 長 山 昭一郎 

２ 委託業務の種類 

東急バス武蔵小杉案内所における公金の収納等 
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３ 委託期間 

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで 
 

川崎市交通局告示第３号 

公金の収納業務等の委託について 

小田急バス新百合ヶ丘案内所の公金の収納業務等を次

の者に委託することにしたので、地方公営企業法施行令

（昭和27年政令第403号）第26条の４第１項の規定に基づ

き告示します。 

平成21年４月23日 

川崎市交通事業管理者 

交通局長 小 林   隆 

１ 受託者の所在地及び名称 

所在地 東京都調布市仙川町２丁目19番５号 

名 称 小田急バス株式会社 

代表者 取締役社長 尾淵 裕保 

２ 委託業務の種類 

小田急バス新百合ヶ丘案内所における公金の収納等 

３ 委託期間 

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで 
 

川崎市交通局告示第４号 

公金の収納業務等の委託について 

川崎乗車券発売所等の公金の収納業務等を次の者に委

託することにしたので、地方公営企業法施行令（昭和27

年政令第403号）第26条の４第１項の規定に基づき告示し

ます。 

平成21年４月23日 

川崎市交通事業管理者 

交通局長 小 林   隆 

１ 受託者の所在地及び名称 

所在地 川崎市川崎区砂子１丁目10番地２ 

名 称 川崎市交通局職員互助会 

代表者 会長 三柴 信雄 

２ 委託業務の種類 

川崎乗車券発売所、溝口乗車券発売所における公金

の徴収 

３ 委託期間 

川崎乗車券発売所、溝口乗車券発売所 

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで 

交 通 局 公 告 

川崎市交通局公告第14号 

一般競争入札について次のとおり公告します。 

平成21年４月22日 

川崎市交通事業管理者 

交通局長 小 林   隆 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 売却物品 

廃車バス（いすゞ 車号1754）ほか５両 

⑵ 売却物品の特質等 

仕様書で定めるとおり 

⑶ 引取期限 

平成21年５月25日 

⑷ 引取場所 

川崎市交通局が指定する場所 

２ 競争参加資格 

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。 

⑴ 川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。 

⑵ 平成21・22年度川崎市有資格業者名簿（以下「有

資格業者名簿」という。）に業種「回収資材購入」種

目「車両」で登載されていること。 

⑶ 川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱による

指名停止の措置を受けていないこと。 

⑷ 仕様書による内容を遵守できること。 

３ 一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先 

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。 

なお、希望がある場合は、現車の見学が可能です。

見学方法については、⑷に記載してあります。 

⑴ 配布・提出及び問い合わせ先 

川崎市川崎区砂子１丁目10番地２ 

ソシオ砂子ビル５階 

交通局企画管理部経理課 契約担当 関口 

電話 044－200－3228（直通） 

⑵ 配布・提出期間 

平成21年４月22日（水）から平成21年４月30日（木）

までの午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日を除

く。） 

⑶ 提出方法 

持参 

⑷ 現車の見学を希望する場合は、平成21年４月30日

（木）午後５時までに下記５の仕様に関する問い合

わせ先に御連絡ください。日程の調整をしたうえで、

見学日時を連絡します。 

４ 一般競争入札参加資格確認の通知 

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、

その結果を平成21年５月８日（金）までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。 

５ 仕様に関する問い合わせ先 
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川崎市交通局企画管理部経理課 担当 荻野 

電話 044－200－3227（直通） 

６ 競争参加資格の喪失 

競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当するときは、競争参加資格を喪失します。 

⑴ この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。 

⑵ 一般競争入札参加資格確認申請書について、虚偽

の記載をしたとき。 

７ 入札の手続等 

⑴ 入札方法 

１⑴の売却物品の総価で行います。入札者は見積

もった金額の105分の100に相当する金額を入札書に

記載してください。なお、別途リサイクル料金がか

かります。詳細は仕様書を御覧ください。 

⑵ 入札・開札の日時及び場所 

ア 日 時 平成21年５月15日（金）午前11時00分 

イ 場 所 川崎市交通局入札室 

ソシオ砂子ビル４階 

川崎市川崎区砂子１丁目10番地２ 

⑶ 入札保証金 

免除 

⑷ 落札者の決定方法 

川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格以上で最高の価格をもって有効な入

札を行った者を落札者とします。 

⑸ 入札の無効 

川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。 

８ 契約の手続等 

⑴ 契約書作成の要否  要 

⑵ 売払代金の納付 

即納していただきます。このことにより契約保証

金は免除となります。 

９ その他 

⑴ 公告に定めるもののほか、川崎市交通局契約規程

及び川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。 

⑵ 川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札

参加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。 
 

川崎市交通局公告第15号 

特定調達契約に関する一般競争入札について次のとお

り公告します。 

平成21年５月11日 

川崎市交通事業管理者 

交通局長 小 林   隆 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 購入物品及び予定数量 

ア 軽油Ａ（７月分） 110キロリットル 

イ 軽油Ｂ（７月分） 120キロリットル 

ウ 軽油Ｃ（７月分）  80キロリットル 

エ 軽油Ｄ（７月分） 140キロリットル 

⑵ 購入物品の特質等 

仕様書で定めるとおり 

⑶ 納入期間 

平成21年７月１日から平成21年７月31日まで 

⑷ 納入場所 

ア 川崎市交通局上平間営業所 

イ 川崎市交通局塩浜営業所 

ウ 川崎市交通局井田営業所 

エ 川崎市交通局鷲ヶ峰営業所 

⑸ 一連の調達契約に関する事項 

今後調達が予定される数量及び入札公告予定時期 

軽油（８月分） 約422キロリットル 

平成21年６月頃 

軽油（９月分） 約416キロリットル 

平成21年７月頃 

軽油（10月分） 約390キロリットル 

平成21年８月頃 

軽油（11月分） 約348キロリットル 

平成21年９月頃 

軽油（12月分） 約359キロリットル 

平成21年10月頃 

軽油（１月分） 約365キロリットル 

平成21年11月頃 

軽油（２月分） 約362キロリットル 

平成21年12月頃 

軽油（３月分） 約368キロリットル 

平成22年１月頃 

２ 競争参加資格 

この入札に参加を希望する者は、次の条件をすべて

満たしていなければなりません。 

⑴ 川崎市交通局契約規程（昭和42年交通局規程第４

号）第２条の規定に該当しないこと。 

⑵ 入札期日において、平成21・22年度川崎市有資格

業者名簿（以下「有資格業者名簿」という。）の業種

「燃料・油脂類」種目「石油製品・オイル」に登載

されており、かつ、ランク「Ａ」に格付けされてい

ること。 

なお、有資格業者名簿に登載のない者（入札参加

業種を登録していない者を含む。）は、財政局管財部

契約課に所定の様式により、資格審査申請を平成21

年５月25日（月）までに行ってください。申請の際

には、この公告文の写しを持参してください。 

⑶ 入札期日までの間、川崎市競争入札参加資格者指
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名停止等要綱による指名停止の措置を受けていない

こと。 

⑷ 仕様書による内容を遵守し、当該物品を確実に納

入することが可能であること。 

３ 一般競争入札参加資格確認申請書の配布、提出及び

問い合わせ先 

この入札に参加を希望する者は、次により一般競争

入札参加資格確認申請書を提出しなければなりません。 

⑴ 配布・提出及び問い合わせ先 

川崎市川崎区砂子1丁目10番地２ 

ソシオ砂子ビル５階 

交通局企画管理部経理課 契約担当 関口 

電話 044－200－3228（直通） 

⑵ 配布・提出期間 

平成21年５月11日（月）から平成21年５月25日（月）

までの午前８時30分から正午まで及び午後１時から

午後５時まで（土曜日、日曜日及び休日を除く。） 

⑶ 提出方法 

持参 

４ 入札説明書の交付 

３により一般競争入札参加資格確認申請書を提出し

た者には、入札説明書を無料で交付します。 

また、入札説明書は３⑴の場所において、３⑵の期

間中縦覧に供します。 

５ 一般競争入札参加者に求められる義務 

この入札に参加を希望する者は、購入物品を安定し

て供給できることを証明する書類を平成21年５月25日

までに３⑴の場所に提出しなければなりません。 

この場合において、提出された書類等を審査した結

果、当該物品を納入することができると認められた者

に限り、入札に参加することができます。なお、競争

参加者は、当該書類に関し説明を求められたときは、

それに応じなければなりません。 

６ 一般競争入札参加資格確認の通知 

一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者には、

その結果を平成21年６月１日（月）までに一般競争入

札参加資格確認通知書により通知します。 

７ 仕様に関する問い合わせ先 

川崎市交通局自動車部運輸課 担当 武山 

電話 044－200－3241（直通） 

８ 競争参加資格の喪失 

競争参加資格があると認められた者が、次のいずれ

かに該当するときは、競争参加資格を喪失します。 

⑴ この公告に定める資格条件を満たさなくなったと

き。 

⑵ 一般競争入札参加資格確認申請書及び提出書類に

ついて、虚偽の記載をしたとき。 

９ 入札の手続等 

１⑴の購入物品ごとにそれぞれ入札及び契約に付す

るものとし、１キロリットル（1,000リットル）当たり

の単価で行います。入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、

一切の諸経費を含めて見積もった金額から軽油引取税

額を控除した額の105分の100に相当する金額に、軽油

引取税額を加算した金額を入札書に記載してください。 

⑴ 入札方法 

ア 持参による入札の場合 

（ア）日 時 平成21年６月23日（火） 

午前11時00分 

（イ）場 所 川崎市交通局入札室 

ソシオ砂子ビル４階 

川崎市川崎区砂子１丁目10番地２ 

イ 郵送による入札の場合 

（ア）期 限 平成21年６月22日（月） 必着 

（イ）あて先 〒210－8577 

川崎市川崎区宮本町１番地 

川崎市交通局企画管理部経理課長 

必ず書留郵便で送付しなければなら

ない。 

⑵ 入札保証金 

免除 

⑶ 開札の日時及び場所 

９⑴アに同じ。 

⑷ 落札者の決定方法 

川崎市交通局契約規程第14条の規定に基づいて作

成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもっ

て有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、

著しく低価格の場合は、調査を行うことがあります。 

⑸ 入札の無効 

川崎市交通局競争入札参加者心得で無効と定める

入札は、これを無効とします。 

10 再度の入札の実施 

落札者がいない場合、直ちに再度入札を行います。

ただし、その入札が川崎市交通局競争入札参加者心得

第７条の規定により無効とされた者及び開札に立ち会

わない者は除きます。 

11 契約の手続等 

次により契約を締結します。 

⑴ 契約保証金 

契約金額に予定数量を乗じて得た額に、消費税及

び地方消費税相当額を加算した金額の10％とします。

ただし、川崎市交通局契約規程第33条各号に該当す

る場合は、免除します。 

⑵ 契約書作成の要否  要 

⑶ 契約条項等の閲覧 

川崎市交通局契約規程及び川崎市交通局競争入札参
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加者心得等は、３⑴の場所において閲覧できます。 

12 入札に関する苦情 

入札に関する苦情等について、苦情の原因となった

事実を知り得たときから10日以内に、川崎市政府調達

苦情検討委員会（以下「委員会」という。）へ申し立て

ることができます。 

13 その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨

は、日本語及び日本国通貨に限ります。 

⑵ 詳細は入札説明書によります。 

⑶ 公告に定めるもののほか、川崎市交通局契約規程

及び川崎市交通局競争入札参加者心得等の定めると

ころによります。 

⑷ 落札者の決定後、苦情申立てが行われた場合、委

員会申立ての検討期間中、契約締結等の手続を一時

停止することがあります。 

14 Summary 

⑴ Nature and quantity of the products to be 

purchased: 

①Gas Oil Quantity 110kl 

②Gas Oil Quantity 120kl 

③Gas Oil Quantity 80kl 

④Gas Oil Quantity 140kl 

⑵ Time limit for tender: 

11:00 A.M. 23 June,2009 

⑶ Time limit for tender by mail: 

22 June,2009 

⑷ Contact point for the notice: 

KAWASAKI CITY OFFICE 

Accounting Section 

Transportation Bureau 

1-10-2,Isago,Kawasaki-ku 

Kawasaki,Kanagawa 210-0006,Japan 

TEL:044-200-3228 

教 育委 員会 告示 

川崎市教育委員会告示第15号 

川崎市教育委員会定例会を次のとおり招集します。 

平成21年４月21日 

川崎市教育委員会 

委員長 佐々木 武志 

１ 日 時 

平成21年４月28日（火） 14:00から 

２ 場 所 

教育文化会館 第６会議室 

３ 請願審議 

請願第２号 請願第２号審議 

４ 議 事 

議案第４号 川崎市総合教育センター運営規則の

一部を改正する規則の制定について 

議案第５号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について 

議案第６号 川崎市有馬・野川生涯学習支援施設

運営協議会規則の制定について 

議案第７号 川崎市重要歴史記念物（関東下知

状・宿河原縄文時代低地遺跡出土品）

の指定について 

議案第８号 平成22年度使用教科用図書の選定に

係わる諮問について 

議案第９号 川崎市教科用図書選定審議会委員等

の委嘱等について 

議案第10号 川崎市社会教育委員の解嘱及び委嘱

について 

議案第11号 人事について 

５ その他報告等 
 

川崎市教育委員会告示第16号 

川崎市文化財保護条例（昭和34年川崎市条例第24号）

第２条第１項第１号の規定に基づき、次のとおり川崎市

重要歴史記念物の指定を行ったので、同条例第７条の規

定に基づき告示する。 

平成21年４月30日 

川崎市教育委員会 

委員長 佐々木 武志 

 

 

種 別 名   称 員 数 所  在  地 所有者 指定年月日 

川崎市重要 

歴史記念物 

関 東 下 知 状 

附 極札１枚 
１ 通 

川崎市中原区等々力１－２ 

（川崎市市民ミュージアム）
川崎市 平成21年４月28日

川崎市重要 

歴史記念物 

宿河原縄文時代 

低地遺跡出土品 
一 括 

川崎市中原区等々力１－２ 

（川崎市市民ミュージアム）
川崎市 平成21年４月28日

 

 




